
 

 

全国総合学科高等学校長協会規約 
平成 ７年４月 １日実施 

平成 ９年５月２２日改正 

平成１３年５月２４日改正 

平成１７年５月２６日改正 

平成２２年５月２７日改正 

第１章  名 称 

（名 称） 

 第１条 本会は、全国高等学校長協会規約第５条による 

   総合学科を主とする部会で全国総合学科高等学校長 

   協会と称する。 

 

第２章  目的及び事業 

（目的及び事業） 

 第２条 本会は、全国高等学校長協会の趣旨に則り高等 

   学校総合学科の振興を図ることを目的とし、次の事 

   業を行う。 

  (1) 総合学科教育に関する調査研究 

  (2) 研究会、協議会、講演会、講習会等の開催 

  (3) 会報その他必要な図書の刊行 

  (4) 教育振興の建議又は意見の公表 

  (5) その他必要な事業 

 

第３章 会員、役員及び組織 

（会 員） 

 第３条 本会の会員は、次のとおりとする。 

  (1) 正 会 員 現に総合学科を置く高等学校の校長 

      および、総合学科開設のための準備室長、 

      若しくは校長事務取扱者 

  (2) 特別会員 かつて正会員であった者で、理事会 

で推薦した者 

 

（組 織） 

 第４条 本協会は、全国を下記の各地区に分かつ。 

   北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、 

   四国、九州 

（役 員） 

 第５条 本会に次の役員を置く。 

   (1) 理 事 長   １名 

   (2) 副理事長   ２名 

   (3) 常務理事   ９名 

   (4) 理  事   ９名 

   (5) 監  事   ２名 

（役員の任務） 

 第６条 役員は、次の任務を行う。 

   (1) 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。 

   (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある 

     ときは、その職務を代行する。 

   (3) 常務理事は、常務理事会を構成し会務を掌理する。 

   (4) 理事は、理事会を構成し、会務を審議する。 

   (5) 監事は、事業及び会計を監査する。 

（役員の選出） 

 第７条 役員の選出は、次のとおりとする。 

  (1) 理事長・副理事長は、常務理事会が推薦し、理事会 

    において決定する。ただし、総会において承認を求 

    めるものとする。 

   (2) 常務理事は、理事会において各地区理事の中から 

    １名選出する。 

  (3) 理事は、各地区から２名選出する。 

  (4) 監事は、総会において会員の中から選出する。ただ 

    し、理事を兼務することはできない。 

（役員の任期） 

 第８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、 

   補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

（顧 問） 

 第９条 本会に顧問を置くことができる。 

   顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、任期   

はその理事長の任期内とする。ただし再任を妨げない。 

  ２  顧問は、理事長から委嘱された内容について、助    

   言を行う。 

（専門委員） 

 第 10条 本会に専門委員を置くことができる。専門委員 

    は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、任期はその 

    理事長の任期内とする。ただし、再任を妨げない。 

   ２  専門委員は、専門委員会を構成し、理事長から 

    委嘱された職務を遂行する。 

（事務局） 

 第 11条 本会の事務局は、理事長の所属する高等学校に 

    置く。 

 

第４章  会 議 

（総会及び理事会） 

 第 12条 本会は、毎年１回総会及び理事会を開く。ただ 

    し、常務理事会において必要と認めたときは、臨時に 

    総会又は理事会を開くことができる。 

  ２   総会の議長は、その都度会員の中からこれを選出 

    し理事会の議長は、その都度理事の中からこれを     

選出する。 

（常務理事会） 

 第 13条 本会は、毎年１回常務理事会を開く。ただし、 

    理事長が必要と認めたときは、臨時に常務理事会を 

    開くことができる。 

  ２   常務理事会の議長は、原則として理事長とする。 

（総会の協議事項） 

 第 14条 総会は、次の事項を協議する。 

   (1) 予算の議決及び決算の承認に関する事項 

   (2) 本会の事業に関する重要な事項 

   (3) 規約の変更 

   (4) その他 

  ２   総会を開くことができない場合は、理事会をもっ 

    て、これに代えることができる。 

（理事会の審議事項） 

 第 15条 理事会は、次の事項を審議する。 

   (1) 総会に付議すべき事項 

   (2) 総会で決定した事項の執行に関する事項 

   (3) その他、会務の執行に関する事項 

 

第５章  会 計 

（会 費） 

 第 16条 本会の会費は、年額１万円とする。ただし、特別

会員は除く。 

   ２  会費は、特別の事情の無い限り、毎年５月末日ま

でに納入するものとする。 

   ３    臨時会費は、理事会の承認を得て徴収することが

できる。 

（会計年度） 

 第 17条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１

日に終る。 

 

第６章  支 部 

 第 18条 本会は、都道府県に支部を置くことができる。 

 

      付 則 

第 19条 この規約は、総会の決議を経なければ変更するこ

とができない。 

第 20条 この規約は、平成２２年５月２７日から実施する。

 


